
 

「桜を見る会」開催要領 

 

                            平成 22 年 2 月 23 日（火） 

                            内 閣 官 房  

                            内   閣   府 

 

１ 期 日  平成２２年４月１７日（土） 

 

２ 場 所  新  宿  御  苑 

 

３ 主 催  内 閣 総 理 大 臣 

 

４ 方 法  招待者は、当日午前８時３０分から午前１０時３０分までの間、随時入苑 

            参観する。 

       この間、来会者のために、茶菓の接待をする。 

       （なお、当日の新宿御苑は、招待者以外の方については午前１０時３０分 

        から開苑する。） 

 

５ 招待範囲  皇族、元皇族 

        各国大公使等 

        衆・参両院議長及び副議長 

                最高裁判所長官 

        国務大臣 

        副大臣及び大臣政務官 

        国会議員 

        認証官 

                事務次官等及び局長等の一部 

        都道府県の知事及び議会の議長等の一部 

        その他各界の代表者 

                             計  約  １万人 

６ 服 装  平 服 

 

７ 雨天の際の措置 雨天の際の措置は、次のとおりとし、内閣官房長官が決定する。 

         （1) 豪雨のときは、中止する。 

            なお、豪雨中止の場合も、当日午前１０時３０分までは、御苑

を招待者のために開放し、茶菓を供する。 

         （2) 小雨のときは、決行する。 

 


